
公 募 公 告

宇部地方合同庁舎の一部において、行政財産使用許可を受けて有償により自動販売機

（清涼飲料水等）を設置運営する業者について、次のとおり公募します。

令和５年１月１１日

法務省所管国有財産部局長

山口地方法務局長 石 崎 司

１ 公募に付する事項

(1) 件名

宇部地方合同庁舎自動販売機（清涼飲料水等）設置及び運営業務

(2) 設置場所

山口県宇部市新町１０番３３号

宇部地方合同庁舎内１階

(3) 設置台数

自動販売機（清涼飲料水等） １台

(4) 使用許可期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

(5) 選定方法

自動販売機設置に係る国有財産使用料（年額）について、有効な見積書を提出し

た者のうち、山口地方法務局長が定める予定価格以上で、最も高額な年間使用料を

もって見積もった者を設置事業者と選定する。

２ 公募資格要件

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第

７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、予決令第７０条における特別の理由がある場合に該当する。

(2) 国税及び地方税を完納していること。

(3) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。



(4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない

こと。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

者ではないこと。

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員及び(4)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に参加し

ようとする者でないこと。

３ 手続等

募集要領に従い、必要書類を提出すること。

(1) 担当部局

〒753-8577 山口市中河原町６番１６号（山口地方合同庁舎２号館４階）

山口地方法務局会計課施設係（担当：山下）

電話 ０８３－９２２－２２９５（音声案内４→３）

(2) 書類の提出期限、場所及び方法

ア 提出期限

令和５年２月１５日（水）午後５時１５分

イ 提出場所及び方法

上記(1)の場所に持参若しくは郵送（提出期限内必着）すること。

４ その他

(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単

位は計量法（平成４年法律第５１号）による。

(2) 手続の無効

本公告に示した公募資格のない者がした手続、誓約書等に虚偽の記載をした者が

した手続及び公募に関する条件に違反した手続は無効とする。

(3) 詳細は募集要領による。


